
 さらにいろんな情報をfacebookでご紹介しています。　　

　
facebook.com/kuskusOIEI

『くすくす』は、みなさまの「くらし」と大阪国際学園の「まなび」
をつなげたい、そんな思いを込めたフリーペーパーです。

 

大学図書館と食堂・カフェを一般開放しています。
 

　　※ 授業休業期間は変更があります。詳しくはＨＰ等でご確認下さい。
 
 

も利用できます(詳しくは図書館まで)

平日　9：00～20：00 
土・日・祝　休館

12月の「つながりニュース」

あなたの『おきにいり』＆『うちの○○ちゃん』是非紹介して下さい！

1月・2月の展示コーナーは『学生選書ツアー』です。学生と書店に
て大学図書館の本を選書してきました。初めての体験で、選書に時
間がかかるかと思いきや、意外にサクサク選んでおり、選んだ本に
もビックリ！こんな本が読みたいの？？？事前に下調べしてくるな
ど、大勢の学生のために一生懸命考えて選びました。図書館職員な
ら選ばない本が沢山！！ぜひ図書館でお確かめください！彼らの書
評も力作ばかりですよ～！！お待ちしています！（２月末頃まで）

　【図書館】展示コーナーのご紹介『学生選書ツアー』 

『防災力』を身につける

大阪国際学園 総務・人事課　向井（防災士勉強中）

第 9回

2020 年１月号

名前『くすくす』の由来は、「くすくす談笑する様子」と
「すくすく育つ」をかけています。

No.83

＊スケジュールは変更になることもあります。
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おきにいり

私の最近のお気に入りは銭湯です。高い天井の窓を眺めながら湯船
に浸かると疲れも吹っ飛びます。京都は全国的にも銭湯の多い街で
文化財級の建築物や細かいタイル絵などが楽しめます。また名水の
近くには必ず名銭湯があります。流行のサウナは京都は入浴料込み
で楽しめますが、大阪では別料金です。神戸では細長い汲出し湯か
け槽があるなど地域によって仕様が違う所もユニークです。是非久
しぶりに銭湯に足を運んでみてください。（大学　♨温泉銭湯好きT）

◆ 食堂＆カフェ

　カフェGiardino　
　  営業時間 　　11：00～ 17：00　   
　  
　

幼稚園トドラーデー

おひなさまを作ろう　場所：幼稚園ホール　

（火）10：00～11：00

（月）14：00～16：00　

カフェスタンプデー

大阪国際大学１号館１Ｆの　Caffe Girdinoで200円以上ご利用いただい
たお客様に『くすっとくらぶ』のスタンプを１つ押印いたします。　

入場無料

こちらのホームページでバックナンバー等をご覧いただけます。
https://www.oiei.jp/kusutto/

見て！見て！　うちの○○ちゃん
「はなちゃん」

9才の箱入り娘です。あまりに可愛くて甘やかしたせいか？とて
もワガママです。こんなに美人なのに、あくびをした顔は恐ろ
しいほど別猫に。もちろん私は布団では寝させてもらえませ
ん・・・私はすっかりはなちゃんの下僕です。　（本部 Ｆ）

（日） ＰＭ１：30開場　ＰＭ２：00開演

27回目　ニューサウンドコンサート

場所：大阪国際大学　奥田メモリアルホール
演目：１部　企画ステージ
　　　２部　ゲストバンドステージ　守口市立錦中学校吹奏学部
　　　３部　ニューサウンドステージ

ぜひこの機会に、生徒たちの演奏を聴きに来て下さい♪

滝井高校吹奏楽部

　参加費：1000円

　お申込み：カフェGiardino　

　ＴＥＬ：06-6903-7811

1月24日（金）令和二年初場所13日目

　　　16：00～18：00
　 場所：カフェジャルディーノ
　　　（大阪国際大学１号館１階）　

【上記営業時間内にお電話ください。】

50名様　　

申込み順
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白鵬

豪栄道

■ 2019 年冬の献血呼びかけ

■ 「わくわくランド～手作りゲームで遊ぼう！」開催

12/7　幼児保育学科が地域の親子を対象に、子育て支援のひとつとして
「わくわくランド」を開催。滝井高校の幼児保育進学コースの生徒も、入
学前教育の一環として各グループに分かれて参加。子どもたちは短大生が
作成したゲームや高校生の人形劇等を大いに楽しみました。（短大・滝井高）

12/23　大阪府警察本部サイバー犯罪対策課の方々と協力し、大
東市立氷野小学校でサイバー防犯教室を実施。本学学生 2 人が、
6年生約 90名の前で、インターネットやSNSのトラブルに巻き込
まれないための正しい使い方の授業を行いました。（大学・短大）

12/20　看護進学コースの1，2年生が、京橋駅で「冬の献血呼び
かけ」ボランティアに参加。寒い中での呼びかけに熱い気持ちで応
えて下さった方が、なんと86人も。爽やかな達成感と温かい気持
ちで活動を終えました。（滝井高）

■ サイバー防犯ボランティアとして出前授業を行いました！

表 1 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

住宅の被害程度 全 壊 解 体 長期避難 大規模半壊

支給額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円

表 2 住宅の被害認定 
 全 壊 大規模半壊 半 壊 
①損壊基準判定（住家の損壊、焼失、流失した

部分の床面積の延べ床面積に占める損壊割合） 
70％以上 

50％以上 
70％未満 

20％以上 
50％未満 

②損害基準判定（住家の主要な構成要素の経済

的被害の住家全体に占める損害割合） 
50％以上 

40％以上 
50％未満 

20％以上 
40％未満 

 

　この法律は自然災害によりその生活基盤（住宅等）に著しい被害を
受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給する制度です。
この制度は公的支援ですので、地震保険等の加入・未加入に関わら
ず国からの支援を受けることができます。
　但し、法適用には様 な々条件があり、ここでは支給される支援金に関
して、皆さんにお伝えしておこうと思います。

　
　

　
　表 1 にあるとおり支援金支給の対象は大規模半壊までです。半壊で
は支援金は支給されません。
　しかし全壊等の判断基準はわかりにくいですよね。
　表 2  は被害認定の区分を表しています。住家の被害の程度は、｢全
壊｣、「大規模半壊」、「半壊」又は「半壊に至らない」の４区分です。

　

　「全壊」「大規模半壊」「半壊」この認定により、支援金の有無や
支給金額が大きく変わります。しかし認定は複雑で、且つ幅があり、争
いが起きてしまっているケースも多 あ々ります。
　そこで、大事になってくるのが現場保存です。被災直後の自宅の写真
を撮影しておくことが重要です。片付けや廃棄等の作業前に撮影してお
きましょう。
　他にも、住宅の再建方法に応じた支給金や、災害弔慰金、災害障
害見舞金など、様 な々支援制度がありますので、確認しておくことをオスス
メします。


